（様式２）
年　　月　　日

（申請先）
ひょうご環境保全連絡会会長　様

印

	団体名
	

	団体住所
	

	代表者名
	

	代表者住所
	

	TEL
	－　　　－




ひょうご環境保全活動助成金活動実績報告書兼助成金請求書

令８年度ひょうご環境保全活動助成金の交付決定を受けた活動が完了したので、関係書類を添えて下記のとおり報告します。

記

１　助成金交付決定額　　　金　　　　　　　　　円
２　助成金請求額　　　　　金　　　　　　　　　円
３　活動完了年月日　　　　令和　　年　　月　　日
４　助成金振替口座
	フリガナ
	
	

	振込先銀行等の名称
	銀行（金庫）
	支店 

	口座番号
	☐普通 ・ ☐当座
（いずれかにレ点）
	支店番号
	口座番号

	
	
	
	

	フリガナ
	

	口座名義人
	


収支決定書及び支払明細書に関する記載事項について相違ないことを証明します。
印

	経理責任者の氏名
	

	連絡先電話番号
	



５　添付書類
（１）活動内容報告書（様式２－１）
（２）収支決算書（様式２－２）
（３）年間活動報告書（様式２－３）
（４）支払明細書類（領収書等）
（５）写真等の参考資料

【注】本報告書は活動完了後30日以内又は２月26日(必着)のいずれか早い日までに提出してください。

（様式２－１）
活 動 内 容 報 告 書（令和８年度）
	団 　体　 名
	

	活動テーマ
	

	活　　　動　　　内　　　容

	（活動の種類）あてはまるもの全てにレ点
　☐１　講演会・シンポジウム・フォーラム等の開催
　☐２　自然観察会・調査活動等の開催
　☐３　パネル等の展示
　☐４　印刷物の発行
　☐５　清掃活動・資源回収活動等
　☐６　その他（　　　　　）

	（活動の成果及び活動内容の変化）


	（活 動 期 間）　　　　　　年　　月　～　　　年　　月

	（活 動 地 域）　　

	（今後の展望と課題）






（様式２－２）
収支決算書（助成金の交付を受けて行う事業についてのみ記載）
１ 収入の部
	区　　　分
	決算額(円)
	内　　　訳

	ひょうご環境保全活動助成金
	
	

	自己資金等
	会費等
	
	

	
	参加費等
	
	

	
	寄付金等
	
	

	
	他機関助成金
	
	

	
	その他
	
	

	合　　　計
	
	



２ 支出の部
	　事　業　名
	決算額(円)
	内　　　訳

	助成金充当経費
	
	
	

	
	小計（①）
	
	

	自己資金等充当経費
	
	
	

	
	小計（②）
	
	

	合　　計（①＋②）
	
	


※収入の部と支出の部の合計は一致するように作成してください。
※事業は、様式2-3の「助成金の交付を受けて行った事業」欄と一致させてください。
※対象経費は別表　助成の対象となる経費をご参照ください。


（様式２－３）
令和８年度 年間活動報告書
	年  月  日
	活　　動　　内　　容

	
	助成金の交付を受けて行った事業
	その他の事業

	令和８年　４月
	
	

	　　５月
	
	

	　　　　　　６月
	
	

	　　　　　　７月
	
	

	　　　　　　８月
	
	

	　　　　　　９月
	
	

	　　　　　10月
	
	

	　　　　　11月
	
	

	　　　　　12月
	
	

	令和９年　１月
	
	

	　　　　　　２月
	
	






別表　助成の対象となる経費
	費　目
	内　容
	留意事項

	①謝金・旅費
	・外部から招聘する講師、指導者(エコリーダー等)への謝金・交通費
	・領収書(住所・氏名・用務・区間等記載)に謝金・旅費受領者の押印が必要です。
・謝金（講習会及び講習会等講師手当）については、県の基準と同等とし、以下のとおりとします。
大学教授　：1時間　6,400円以内
大学准教授：1時間　5,300円以内
その他　　：1時間　4,300円以内

	②物品購入・印刷費
	・直接必要な資材・材料、消耗品の購入費
・資料、チラシ、パンフレット等の印刷費
・車、船舶等のガソリン、軽油等燃料費
	

	③使用料・借上料
	・会場又は会議室等の施設の使用料
・車、船舶、機器又は備品の借上料
	

	④役務費
	・傷害保険等保険料
・広報、参加者への連絡、資料、チラシ、パンフレット等の郵送料又は宅配料金
・コピー代
	

	⑤その他の経費
	・上記①～④以外で事業実施に必要な経費
	事務局までお問合わせください



※すべての経費について押印のある領収書又はレシート(いずれも原本)が必要です。
※原則、現金または振込払いとしてください。
※クレジットカード決済により付与されるポイント、又はポイントカード等の提示により付与されるポイント相当額については、助成対象となる請求額から減額してください。そのため、ポイント付与後の実質的な自己負担額のみが請求可能額となります。
（例）支払金額が1,000円で、ポイントカードの提示等により10円相当のポイントが付与された場合、助成金の請求可能額は 990円となります。
